
労働安全衛生法における新たな化学物質規制の概要

（限られた数の）特定の化学物質に対して

（特別則で）個別具体的な規制を行う方式

危険性・有害性が確認された全ての物質を対象と

して、以下を事業者に求める。

 ばく露を最小限とする（危険性・有害性が確

認されていない物質については、努力義務）

 国が定める濃度基準がある物質は、ばく露が

濃度基準を下回る

 これらを達成するための手段については、リ

スクアセスメントの結果等に基づき、事業者

が適切に選択する

特別則で未規制の物質

を主眼として


